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Based on the “Law on support of employment of specified job seekers through implementation of

job training, etc. (2011),” taking note on the vocational training benefits (which are granted to those

trainees whose income and assets are low enough to meet the conditions) and their employment situ-

ation, we examined the current situation and problems of the vocational training which is to support

job seekers’ employment security and guarantee them a decent standard of living. We carried out a

hearing survey to forty four (44) trainees of the care welfare course at a vocational training school in

Saga prefecture. The result showed that most of the trainees (86.4%) got jobs, but there was a signifi-

cant difference depending on with or without the benefits and their last school attended. The lower

their last schools were, the more trainees received the benefits. This fact led to a prediction that the

lower the last school, the more insecure employment situation was created. Furthermore, as to patterns

of employment, the number of irregular employment (63%) was higher than that of regular employ-

ment (37%). Vocational training to support job seekers needs to be further improved and expanded to

function as the second safety net.

キーワード：求職者支援訓練、職業訓練受給金、就職状況

Key words：Vocational training to support job seekers, Vocational training benefits, employment situation

― 9―



�．はじめに

わが国では、平成２０年秋のリーマンショックに端を発

する世界的な金融危機の影響等により派遣労働者や契約

社員等が解雇や雇止め等により離職し、仕事と同時に住

居を失い生活の基盤をなくしてしまうという現状１）が社

会問題化した。

そのような中、政府は職業訓練政策として平成２１年７

月に緊急人財育成・就職支援事業の一環として緊急人財

育成・就職支援基金を創設、３年間の時限事業として雇

用保険の対象とならない求職者に対する職業訓練、いわ

ゆる基金訓練を実施することとなった。基金訓練では、

訓練実施機関があいついで開設され様々な職業訓練が行

われたが、その一方で、根拠法を持たず、また、基金訓

練の不正事案２）が指摘されるなど、制度面、運用面とも

にその課題を露呈することになる。

これを受け平成２３年に「職業訓練の実施等による特定

求職者の就職の支援に関する法律」（以下、特定求職者

支援法という）が施行され、法的根拠を得た恒久的な制

度として整備された求職者支援訓練が実施された。

この求職者支援訓練は、「第二のセーフティネット」３）

と総称される施策の一つで、「雇用の安定を図る雇用保

険と、最低限度の生活を保障する生活保護という二つの

セーフティネットを補完する仕組み」４）として位置づけ

られている。所定の要件を満たせば、訓練受講生は、職

業訓練受講給付金として、月額１０万円と交通費を受け取

ることができる。

求職者支援訓練は、従来から実施されている公共職業

訓練や雇用型訓練のように訓練受講生のエンプロイアビ

リティ５）を高める訓練を実施し就職につなげるという職

業訓練的側面と前記の第二のセーフティネットとしての

福祉的側面を併せ持った制度であるといえよう。

平成２５年度には、全国で７４，９３８人が受講、年度内に終

了した訓練コースの修了者の約８割（雇用期間に定めが

ある就職者も含む）が就職６）に結びついており、所期の

目標は一定程度達成されたといえるかもしれない。しか

しながら、その一方で、求職者支援訓練を受講したもの

の修了することができなかった受講生や、訓練終了後に

就職を果たすことができていない受講生も存在している

（表１）。

本稿では、佐賀県内にある求職者支援訓練の訓練校Ａ

で実施された求職者支援訓練介護コース（以下、「支援

訓練」）の受講生を対象として実施した調査を基に、求

職者支援訓練が持つ第二のセーフティネットとしての側

面に着目し、職業訓練受講給付金の受給と就職状況から

求職者支援訓練の現状を把握し、その課題について考察

するものである。

�． 求職者支訓練

特定求職者支援法において実施される求職者支援訓練

の対象者は、�雇用保険の受給終了者、受講資格要件を
満たさなかった者、�雇用保険の適用がなかった者、�
学卒未就学者、自営廃業者等であり、基礎的能力を習得

する「基礎コース」と基礎的能力から実践的能力まで一

括して習得する「実践コース」の２種類が設定７）されて

いる。

求職者支援訓練は、ハローワークによる一貫した就職

表１ 平成２５年度に開講した求職者支援訓練の修了者等の就職状況（訓練終了後３ヶ月後）

コース数 受講開始者数 �
修了者等数 訓練未修了者数 �

就職者数
就職率

（�／�）

雇用期間の
定めがない
就職者の割合

基礎コース １，８１９ ２０，０８１ １８，２２７ １，８５４ １５，２１０ ８３．４％ ５９．８％
実践コース ３，５４０ ４２，９８４ ３９，５７５ ３，４０９ ３３，３５１ ８４．２％ ６６．２％

出典）厚生労働省 求職者支援制度の実施状況について①（受講状況・就職状況）
（表３）平成２５年度に開講した求職者支援訓練の修了者等の就職状況（訓練終了３か月後）を基に作成。なお、この数値は、平成２５年度中
に開講し、平成２６年５月末までに終了した訓練コース（平成２６年１０月２９日時点）のものとなっている。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/kyuushokusha_jisseki.pdfを基に作成（２０１５．２．２２閲覧）

表２ 求職者支援訓練（実践コース）の分野別就職状況

IT
営 業
販 売
事 務

医療事務 介護福祉 デザイン その他 合 計

平成２３年度 ７２．９％ ７１．９％ ７２．８％ ８２．１％ ７４．７％ ７２．０％ ７５．２％
（５６．３％） （５４．６％） （６２．８％） （８６．８％） （５２．１％） （５６．２％） （６５．０％）

平成２４年度 ７３．５％ ７４．７％ ７５．７％ ８４．１％ ７４．７％ ７７．０％ ７８．０％
（６２．５％） （５８．４％） （６４．８％） （８７．７％） （５５．２％） （５７．０％） （６８．１％）

（ ）中の数字は、訓練内容と関連する分野への就職割合を示す。
出典）厚生労働省 求職者支援制度の実施状況について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/jisseki.pdfを基に作成（２０１３．１１．６閲覧）
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支援（訓練の開始前、訓練期間中、訓練終了後）が行わ

れるという特徴を持つ。

平成２３年度、平成２４年度に実施された求職者支援訓練

（実践コース）の分野別就職状況からは、就職率、訓練

内容との関連就職割合ともに上昇していることが分かる

（表２）。

求職者支援訓練のもう一つの特徴は、訓練受講生が所

定の要件を満たせば、職業訓練受講給付金として、月額

１０万円と交通費を受け取ることができることにある。

職業訓練受講給付金は、訓練の開始日から１か月ごと

に区切った期間（給付金支給単位期間）について、�収
入が８万円以下であること、�世帯の収入が２５万円以下
であること、�世帯の金融資産が３００万円以下であるこ
と、�現に居住する土地、建物以外に土地・建物を所有
していないこと、�訓練のすべての実施日に訓練を受講
していること（やむを得ない理由によるときは受講日数

が８割以上）、�過去に他に当該給付金を受給し、訓練
を受講している者がいないこと、�過去３年以内に失業
給付等の不正受給をしていないこと、を支給要件として

いる。

その手続き等については、ハローワークにて、個別の

就職支援計画書を作成、月に１回ハローワークに来所し

前月の訓練の出席状況を確認して給付金が支給される仕

組みとなっている。

�．調査方法

１．調査期間

平成２４年２月から平成２６年４月までの２年３ヶ月。

２．調査対象と調査方法

求職者支援訓練（実践コース）の分野別就職状況にお

いて、就職率が高い介護福祉分野コースを調査対象とし

た。

調査対象者は、佐賀県内において厚生労働大臣の認定

を受け求職者支援訓練を継続的に実施している民間訓練

校Ａの受講生とした。同校では、調査期間中に支援訓練

が合計５回開催されている。各回の支援訓練ごとに受講

生を対象とした聞き取り調査を行った。

なお、民間訓練校Ａについては、支援訓練が継続して

開催されており支援訓練の実施機関としての実績が十分

にあると考えられる。

また、佐賀県は平成２４年度から全国に先駆けて国が所

管するハローワークの運営を都道府県が試験的に行うハ

ローワーク特区の実施に取り組んでいる。求職者支援訓

練ではハローワークによる一貫した就職支援が行われる

ため、佐賀県を調査地として選定することには社会的意

義があると考えられる。

３．調査項目

訓練生の年齢、性別、学歴、これまでの職歴と正規雇

用経験の有無、訓練受講給付金の受給の有無、訓練終了

後の就職状況と就職までに要した期間について調査を

行った。

４．倫理的配慮

倫理的配慮として、調査の実施にあたり、回答は統計

的に処理され回答者が特定されるようなことはないこと

等の倫理的要件について口頭で説明した。

また、得られた結果については、統計処理、分析をし

た後に、関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予

定であることを伝えた。個人情報の保護については、鍵

のかかる部屋の保管庫に施錠して保管し、安全管理につ

いては十分注意した。

５．分析方法

統計処理には、Microsoft Excel 2010 Statcel 3を用いた。

�．結 果

１．支援訓練受講生の状況

支援訓練受講生４４人の平均年齢は４０．６１歳（最低１９歳、

最高５９歳）、訓練生の性別は、男性２５人（５６．８％）、女性

１９人（４３．２％）であった。

訓練生の最終学歴は、中学校卒業８人（１８．２％）、高

等学校卒業２０人（４５．５％）、訓練校・専門学校卒業５人

（１１．４％）、短期大学卒業２人（４．５％）、大学卒業９人

（２０．５％）であった。

支援訓練受講生がこれまでに就いた仕事数の平均は

３．９箇所（最低１箇所、最高８箇所）、訓練受講直前に就

いていた仕事先の雇用形態は、自営（事業主）３人

（６．８％）、正規雇用１２人（２７．３％）、非正規雇用２７人

（６１．４％）、家事手伝い２人（４．６％）であった。正規雇

用の経験の有無については、正規雇用の経験あり３３人

（７５．０％）、正規雇用の経験なし１１名（２５．０％）であっ

た。また、訓練受講給付金受給の有無については、受給

あり２８人（６３．６％）、受給なし１６人（３６．４％）であった。

２．支援訓練受講生の就職状況

支援訓練受講生の就職状況は、就職 ３８人（８６．４％）、

未就職６人（１３．６％）であった。

求職者支援訓練（実践コース）の分野別就職状況（表

２）では、平成２４年度の介護福祉分野の就職率が８４．１％

であることから、調査対象の支援訓練の就職割合は全国

平均とほぼ同等であったことが分かる。

雇用形態では、正規雇用１４人（３６．８％）、非正規雇用

２４人（６３．２％）となっており、非正規雇用での就職が多
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表３ 訓練受講給付金受給の有無と年齢区分

受給あり 受給なし

１０代 １人 １００．０％ ０人 １００．０％
２０代 ６人 ７５．０％ ２人 ２５．０％
３０代 ６人 ５０．０％ ６人 ５０．０％
４０代 ９人 ６９．２％ ４人 ３０．８％
５０代 ６人 ６０．０％ ４人 ４０．０％

表４ 訓練受講給付金受給の有無と最終学歴

受給あり 受給なし

中学校卒 ６人 ７５．０％ ２人 ２５．０％
高等学校卒 １６人 ８０．０％ ４人 ２０．０％
訓練／専門学校卒 ４人 ８０．０％ １人 ２０．０％
短期大学卒 ０人 ０．０％ ２人 １００．０％
大学卒 ２人 ２２．２％ ７人 ７７．８％

表５ 訓練受講給付金受給の有無とこれまでに
就いた仕事の数

受給あり 受給なし

１箇所 １人 ５０．０％ １人 ５０．０％
２箇所 １０人 ８３．３％ ２人 １６．７％
３箇所 １人 ２０．０％ ４人 ８０．０％
４箇所 ６人 ７５．０％ ２人 ２５．０％
５箇所 ４人 ５７．１％ ３人 ４２．９％
６箇所 ４人 ５０．０％ ４人 ５０．０％
７箇所 １人 １００．０％ ０人 ０．０％
８箇所 １人 １００．０％ ０人 ０．０％

表６ 訓練受講給付金受給の有無と就職状況

就 職 未就職

給付金あり ２６人 ９２．９％ ２人 ７．１％
給付金なし １２人 ７５．０％ ４人 ２５．０％

表７ 訓練受講給付金受給の有無と就職者の雇用形態

正規雇用 非正規雇用

給付金あり ９人 ３４．６％ １７人 ６５．４％
給付金なし ５人 ４１．７％ ７人 ５８．３％

かった。

支援訓練の内容と就職先の業種との関係では、訓練内

容と関係のある介護福祉分野への就職者が３４人

（８９．５％）、その他の業種への就職者４人（１０．５％）で

あった。平成２４年度の実践コース介護福祉分野の関連就

職割合が８７．７％であることから、調査対象の関連就職割

合も全国平均とほぼ同等であったことが分かる。

３．訓練受講給付金の受給状況

� 訓練受講給付金受給者について

訓練受講給付金の受給状況は、受給あり２８人

（６３．６％）、受給なし１６人（３６．４％）であった。

訓練受講給付金受給の有無と、支援訓練受講生の年齢

区分、最終学歴、これまでに就いた仕事の数とで比較し

た。分析には、χ２独立性の検定を用いＰ値により危険率
５％で検定を行った。

１）年齢区分による比較

訓練受講給付金受給の有無と年齢区分による比較で

は、有意差なし（Ｐ＝０．６９６）という結果が得られた（表

３）。

２）最終学歴による比較

訓練受講給付金受給の有無と最終学歴による比較で

は、有意差あり（Ｐ＝０．００９）という結果が得られた（表

４）。

支援訓練受講生の最終学歴が中学校卒、高等学校卒、

訓練学校・専門学校の場合に訓練受講給付金の受給割合

が高いという結果が示された。

３）これまでに就いた仕事の数による比較

訓練受講給付金受給の有無とこれまでに就いた仕事の

数による比較では、有意差なし（Ｐ＝０．２７９）という結

果が得られた（表５）。

� 訓練受講給付金と就職状況について

訓練受講給付金受給の有無と、支援訓練受講生の就職

状況、就職者の雇用形態、就職までに要した期間につい

て比較した。就職状況、就職者の雇用形態の分析には、

フィッシャーの直接確率計算法、就職までに要した期間

の分析には χ２独立性の検定を用い危険率５％で検定を
行った。

１）訓練受講給付金受給の有無と就職状況の比較では、

有意差なし（Ｐ＝０．１１５）という結果が得られた（表

６）。

２）訓練受講給付金受給の有無と就職者の雇用形態の比

較では、有意差なし（Ｐ＝０．７８３）という結果が得ら

れた（表７）。

３）訓練受講給付金受給の有無と就職までに要した期間

の比較では、有意差なし（χ２値３．６６０＜χ２（０．９５）７．８１４）
という結果が得られた（表８）。
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�．考 察

１．職業訓練的側面から

平成２３年度、平成２４年度の訓練実施状況からは、実践

コース介護福祉分野は、他の分野と比べて就職状況、関

連就職割合ともに高いという特徴がうかがわれる。調査

対象の訓練終了後の就職状況、関連就職割合ともに実践

コース介護福祉分野の全国平均とほぼ同等の割合であっ

た。

国は、団塊の世代が７５歳以上となってくる平成３７

（２０２５）年度に向けて、介護人材を現在の１４９万人から

毎年６．８～７．７万人程度確保していくことが必要であると

推計８）しており、介護人材の確保を今後の重要な課題と

して位置づけている。

さらに、実践コース介護福祉分野では、所定のカリキュ

ラムを修了すれば、「介護職員初任者研修」や「実務者

研修」等の介護に関する修了資格が付与されている。介

護福祉に関する知識・技術の習得だけでなく、介護現場

で働くための修了資格が得られることは、訓練生の就職

動機を高めることにつながっていることが推察される。

実践コース介護福祉分野では他の分野と比べ、新たな

人材を雇用したいと考える企業側の思いと働きたいと考

えている労働者側の思いが調和しやすい状況にあること

が、就職状況、関連就職割合を押し上げている要因となっ

ていると考えられる。

求職者支援訓練の実践コース介護福祉分野では、受講

生のエンプロイアビリティを高める訓練が実施されてお

り、さらにそれが就職に結びついているといえよう。

２．職業訓練受講給付金受給の有無から

職業訓練受講給付金受給者については、年齢区分、最

終学歴、これまでに就いた仕事の数について比較を行っ

た。その結果、最終学歴による比較において統計的な有

意差が認められた。最終学歴が低いほど訓練受講給付金

の受給割合が高いという結果が示された。岩田（２００７）

は、本人の学歴と貧困経験の関連はきわめて明瞭で「中

卒レベルでは貧困経験層が多く、固定貧困は３６％、一時

貧困は３２％、合せて６８％にも上る。」９）ことを指摘してい

る。

職業訓練受講給付金の給付が低所得等の要件を満たす

ことを条件としているため、最終学歴の低さと職業訓練

受講給付金の受給との間に関連性があることが推察され

る。

次に、訓練受講給付金と就職状況について、訓練受講

給付金受給の有無と就職状況、就職者の雇用形態、就職

までに要した期間の比較を行った。その結果、統計的な

有意差は認められなかったが、訓練受講給付金を受給し

ている者は、就職割合が高い反面、その雇用形態は訓練

受講給付金を受給していない者に比べ、非正規雇用の雇

用形態が多く不安定な就労条件で働いている状況がうか

がわれた。

３．第二のセーフティネットとしての福祉的側面から

求職者支援訓練は、第二のセーフティネットとしての

機能をどれほど果たしているのだろうか。求職者支援訓

練実践コース介護分野の就職割合、関連就職割合から

は、就職に向けた高い支援効果がうかがわれる。

しかしながら、その一方で就職先の雇用形態からは、

正規雇用より非正規雇用の割合が高く、さらに訓練支援

給付金受給者に非正規雇用の割合が高くなっていること

が分かる。

厚生労働省が公表している求職者支援訓練の実績で

は、有期雇用、若しくは有期雇用以外という分類しかな

いため、調査対象から得られた結果を当てはめることは

できないが、厚生労働省（２０１２）の発表では、「非正規

雇用者は長期にわたり増加していて、その割合は２０１２年

１月～３月期には３５．１％にまで上昇している」１０）と言わ

れており、単純に比較はできないものの、非正規雇用の

占める割合の高さは看過することができない課題であろ

う。

近年、我が国の貧困の形態として指摘されているワー

キングプアの背景には、非正規雇用者の増大が挙げられ

ている。多様な就労形態を否定する訳ではないが、求職

者支援訓練を受けて就職には結びついたものの、不安定

な労働環境の下での就労を強いられている可能性も考え

られる。

NHKスペシャル「ワーキングプア」取材班編（２００８）

は、「日本のワーキングプア問題の根っこにあったのは

『非正規雇用の拡大』、『海外との競争』、『地方の衰退』

といった構造的な問題であった。」１１）と指摘、厚生労働

省（２０１２）も「雇用者間に所得格差が拡大しているとす

れば非正規雇用者の増大が一因と考えられる。」１２）とい

う見解を示している。さらに、「非正規雇用者の年収は、

特に２００万円未満に多く分布している。」１３）ことも指摘し

ている。

求職者支援訓練で支給される訓練受講給付金の支給要

表８ 訓練受講給付金受給の有無と就職までに要した期間

１ヶ月以内 ２ヶ月以内 ３ヶ月以内 ３ヶ月以上

給付金あり １１人 ４２．３％ ９人 ３４．６％ ５人 １９．２％ １人 ３．８％
給付金なし ９人 ７５．０％ ２人 １６．７％ １人 ８．３％ ０人 ０．０％
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表９ 最終学歴と就職者の雇用形態

正規雇用 非正規雇用

中学校卒 １人 １４．３％ ６人 ８５．７％
高等学校卒 ６人 ３３．３％ １２人 ６６．７％
訓練／専門学校卒 ２人 ４０．０％ ３人 ６０．０％
短期大学卒 ０人 ０．０％ １人 １００．０％
大学卒 ５人 ７１．４％ ２人 ２８．６％

件は、所得が低いことにある。さらにそれは訓練受講期

間にかかる支援制度であるため、訓練終了の翌月の支給

を最後に終了することとなる。訓練受講給付金の受給者

は、訓練終了と同時に就職をしなければ、たちまち日々

の生活に支障が出てしまう可能性がある。一般的に、労

働の対価として支払われる給与は、月初めから月末まで

を一区切りとしており、支払いまでにはさらに期間を要

している。仮に、翌月の１０日が給料の支払日だとすると、

１回目の給与支払いまでに約４０日間を要することとな

り、その間の生活費の蓄えが必要となる。

訓練受講給付金の受給者に非正規雇用の割合が多いと

いう結果からは、就職条件が十分整っていなくても就職

を急がなければならなかったという実情がうかがわれ

る。

求職者支援訓練を終了し就職をしても、非正規雇用で

あれば、第一のセーフティネットとされる雇用保険の対

象となることさえできない可能性も考えられる。不安定

な労働環境での仕事であれば、再び社会保障のネツトか

ら抜け落ちてしまう可能性もある。懸命に働いても、収

入が生活保護の基準額にも満たない、いわゆるワーキン

グプアの状態に陥ってしまう可能性がないともいえな

い。

先に、最終学歴の低さと貧困経験との間に関連性があ

ることを指摘した。今回の調査対象の最終学歴と就職者

の雇用形態からは、数量的データが乏しく統計的な有意

差は得られなかったものの、最終学歴が低いほど非正規

雇用の割合が高くなるという結果が得られている（表

９）。

求職者支援訓練の成果として、訓練終了後の就職率の

高さは評価できよう。しかしながら、このように、訓練

の内容やそこで身につけた知識や技術を発揮しようとし

ても、それがいざ就職という段階に移行した際に、安定

した雇用（正規雇用）に結びついていないという実態が

指摘できる。

求職者支援訓練が、第二のセーフティネットとしての

機能を十分にはたすためには、安定した生活費の獲得に

結びつくためのさらなる支援策の充実が必要であると考

えられる。

例えば、求職者支援訓練給付金の受給期間を伸ばすこ

とができればどうであろうか。訓練受講給付金の受給者

は、訓練の受講と月１回のハローワーク来所と就職活動

を並行して行わなければならず、訓練受講期間中に就職

先を見つけ内定を得るためには相当の努力を必要としよ

う。訓練終了後にいくらかの余裕を持った就職活動を行

うことができる制度の在り方も検討されなければならな

いだろう。

さらに、最後のセーフティネットといわれる生活保護

法の活用を図ることはできないだろうか。訓練受講給付

金の受給者は、訓練終了後の生活に不安を抱えている者

も少なくない。現に、調査対象の訓練受講給付金の受給

者のなかには、行政の窓口に生活保護の相談に行った際

に求職者支援制度の紹介を受け求職者支援訓練を受講し

たという者も存在した。支援訓練の対象者は稼働年齢層

であるため、就労することは大切なことではあるが、不

安定な生活状況におかれたままでは不安定な就労にしか

就くことができず、ワーキングプアといわれる負の連鎖

に身を置いてしまう危険性がないともいえない。生活基

盤の整備という視点からの支援のあり方の検討も必要で

はないだろうか。

現行の求職者支援制度における求職者支援訓練だけで

は第二のセーフティネットとしての十分な支援が行われ

ているとは言い難く、安定雇用に向けた就労へ結びつけ

るための制度の見直しや、生活保護法等の他法の柔軟な

活用も必要であろう。

求職者支援訓練については、様々な先行研究が行われ

ているが、訓練受講生の詳細な情報を基とした量的な研

究は少なく、訓練受講生の実態を明らかにするという視

点からは、一定の知見が得られたものと考えられる。し

かしながら、分析においては数量的データ確保の難しさ

から、十分な分析結果が出ていないことも考えられると

ともに、この結果をもって一般化できるものではない。

また、個別の事例を基とした研究の積み上げもできてい

ない。今後これらの課題に対して研究をすすめ、新たな

知見を得たいと考えている。
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